
道徳が教科化した現在、日本の道徳教育の内容項目を改めて倫理学的に検討する必要があ
る。その際、「道徳の時間」の特設に指導的役割を果たした勝部真長の師匠でもあった和辻哲
郎の「間柄」の倫理学の再検討が不可欠である。実際、「家族愛」「愛校心」「郷土愛」「愛国心」
といった道徳的諸価値は和辻倫理学の内容と重なり合う。しかし、「間柄」の倫理学の悪しき
帰結を防ぐには、より普遍主義的な倫理学によって和辻倫理学を補う必要がある。本稿ではそ
の方途をカントの「尊敬」の倫理学に求め、和辻倫理学とカント倫理学の統合を図る。

〈フォーラム2　「まことの倫理」というアポリア――和辻哲郎と勝田守一の倫理および道徳教育をめぐる思考を中心として――　コメント論文〉

「間柄」と「尊敬」の倫理学
―和辻哲郎とカントから見る道徳の内容項目―
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はじめに―道徳の内容項目と和辻倫理学
日本の学校教育における「道徳の時間」は、小学
校で2018年から、中学校で2019年から「特別の教科　
道徳」となった。教科化の際には、それまでの「読み
物教材の登場人物の心情理解のみに偏った形式的
な指導」が批判され、「問題解決的な学習」や「道徳
的行為に関する体験的な学習」を適切に取り入れる
ことが学習指導要領に明記されるなど、道徳の指導
方法をめぐる議論が活発になされた。それに比べる
と、道徳の指導内容や「内容項目」に関する議論は
あまりなされなかったように思われる。教育哲学や教
育思想史の研究者の多くも、道徳の内容項目につい
て積極的に議論をしてきたとは言えないだろう。その
理由としては、そもそも研究者の多くが道徳の教科
化に反対であったことが挙げられよう。道徳の教科
化に反対する論拠の1つとしては、以前の「道徳の時
間」の特設に対する反対論と同じで、道徳教育は学
校の教育活動全体で行う道徳教育のみでよいし、そ
のほうが効果的であるという立場があった。そのよう
な立場の論者は、1つ1つの内容項目を毎回の授業で
1つずつ扱ういわゆる「徳目主義」の道徳授業には批
判的である。それゆえ、内容項目について議論する
必要性が感じられないということになる。
こうした状況のせいもあって、内容項目について

の本格的な議論がなされないまま、道徳は教科化さ
れた。しかし、今後は、道徳の内容項目はどうある
べきかという議論に研究者も積極的に加わるべきで
はないか。そんな中、桑嶋氏が、日本の道徳教育を
規定してきた「まことの倫理」に注目したことは、こ
れからの日本の道徳教育、特に道徳の内容項目の議
論に寄与するところが大きいと思われる。実際、小学
校では「正直、誠実」という内容項目がある。中学
校では、「誠実」という道徳的価値は内容項目のキー
ワードとしては含まれてはいないものの、『中学校学
習指導要領（平成29年告示）解説　特別の教科　道
徳編』の「自主、自律、自由と責任」の「内容項目の
概要」には、「誠実は、自己を確立するための主徳で
あると言われ、Aの視点の内容項目だけでなく、他の
視点の多くの内容項目にも関わる価値である」（文部
科学省, 2018, p. 26）と記載されている。このように、
誠実が日本の道徳教育の諸々の内容項目の中で中核
となる道徳的価値であることが示されている。それ
ゆえ、桑嶋氏が誠実や「まことの倫理」注目したこと
は炯眼である。
また、日本における「まことの倫理」を検討するに
あたって、桑嶋氏が勝田守一に加えて和辻哲郎に注
目したことは、道徳教育の内容項目を考える上で大
きな意義があると言える。なぜならば、「道徳の時間」
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の特設の推進に指導的な役割を果たした倫理学者の
勝部真長は、東京帝国大学倫理学科における和辻の
門下生だったからである。勝部は、1958年の「道徳
の時間」の特設時に道徳教育の内容について私案を
提示しつつ、次のように述べている。「人格の中心は
善
4

と自由
4 4

であります」。さらに、勝部は前者の善につ
いて、「根本に善意、あるいは誠とか誠実といっても
よい、自分も他人もより良く生きる

4 4 4 4 4 4 4

という善意の願い
がなくては道徳とはいえないのであります」（勝部, 
2004, p. 65）と述べており、誠実を諸々の徳目の根本
にあるものと見なしているのである。では、勝部のこ
うした考え方は、師である和辻の考えをどの程度反
映しているのか。
和辻の倫理学をめぐっては、もう1つ考えてみたい

ことがある。それは、「間柄」の倫理学と道徳の内容
項目に関連があるかどうかということである。知恵、
勇気、節制、正義は、古代ギリシアの四元徳であり、
そのうち、勇気、節制、正義については日本の道徳の
内容項目にも入っている。また、儒教の五常（仁義礼
智信）のうち、仁は「思いやり」、義は「社会正義」、
礼は「礼儀」、信は「信頼」と重なっている。キリス
ト教の「隣人愛」も「思いやり」の前提にある。で
は、「家族愛」「愛校心」「郷土愛」「愛国心」といった
道徳的諸価値は、なぜ内容項目に含まれているのだ
ろうか（1）。こうした集団の一員としての役割を日本の
道徳教育が扱っている背景には、和辻の「間柄」の
倫理学があるのだろうか。このことを明らかにするに
は、今後、勝部の著作や、内容項目に関する当時の
議論を追っていく必要がある。しかし、実際の影響
関係はともかく、「家族愛」「愛校心」「郷土愛」「愛
国心」といった道徳的諸価値が特定の人間関係を前
提とする以上、和辻の「間柄」の倫理学との類縁性
は明らかである。
そこで、和辻倫理学と日本の道徳の内容項目の関
連を探るための基礎作業として、本稿ではまず、和
辻倫理学の根本にある「人間存在の根本理法」と言
われる論理を検討し、それと『倫理学』における和
辻の他の主張との整合性や、和辻倫理学の実践的な
帰結を考察する。そこで明らかにしたいことは、和辻
倫理学が道徳の進歩性を説明できないことである。
その上で、和辻倫理学を現代の道徳教育に活かすに
は、より普遍主義的なカント倫理学における「尊敬」
の概念と接合すべきであることを論じる。

1．和辻倫理学と道徳の進歩性の問題
和辻倫理学に対する批判は様々になされている。

しかし、ここではまず、和辻倫理学の根本にある論
理そのものは受け入れた上で、和辻自身の『倫理学』
における他の主張との整合性や、和辻倫理学がもつ
実践的帰結について論じてみたい。
では、和辻倫理学の根本にある論理とは何か。和
辻はそれを「人間存在の根本理法」と呼ぶ。

してみると、個人は、己れの本源たる空
4 4 4 4 4 4 4 4

（すなわ
ち本来空）の否定として、個人となるのである。そ
れは絶対的否定性の自己否定

4 4 4 4

にほかならない。し
かも、このような個人は、いかなる仕方にもしろ、
とにかく己れを空じて社会に服属しなければなら
ぬ。それはさまざまな種類の結合においてそれぞ
れの程度において空を実現することである。だか
ら個人は何らかの結合を実現するということを媒
介として「空」そのものの方向に還る。前に全体
性をそれ自身において捕えようとしたとき、その真
相もまた空であった。絶対的全体性は絶対的否定
性にほかならない。かく見れば、強制を含意する
人間結合は、絶対的否定性が自己否定を通じて己

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

れに還るところの否定の否定の運動
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

そのものなの
である。だからこそ強制は、個人への外からの強
制でありながら、しかも同時に己れの本源からの
自己強制であり得る。（和辻, 2007a, pp. 178-179）

全体性とは否定性であり、その全体性を否定する
ことで個人が自覚される。その上で、個人はその個を
否定して再び全体性に帰還する。それゆえ、「否定の
否定の運動」と言われる。否定と、否定の否定とに
よって空が実現されるのであるから、個人と社会は
「相互否定」（和辻, 2007b, p. 155）によって成り立つ。
この相互否定によって人間の「間柄的存在」が成立
する。
また、和辻が言うには、「有限な人倫的全体こそま

さに絶対者の自己帰還の場所」（和辻, 2007a, p. 185）
である。この「有限な人倫的全体」とは、二人共同
体である夫婦、三人共同体である親子、同胞共同体
である親族、地縁共同体、文化共同体、国家という
ように展開していく。これらの各々の「人倫的組織」
は決して究極目的ではないが、しかし、「有限的な人
倫的全体を通じてのみ絶対者に行く」（和辻, 2007a, 
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p. 187）と和辻は言う。つまり和辻は、人倫的組織と
切り離された個人というものは抽象的なものに過ぎ
ないと見なすのである。
このように全体性の自己否定や個人と社会の相互
否定を強調する和辻は、社会有機体説を批判する。
「個人は有機体の細胞、機械の歯車のごとく、単純に
全体へ服属する」（和辻, 2007b, p. 42）のではない。
社会を否定することで個人の自覚が可能になる。し
かし、同時に、個人には社会を否定する「自由」が
あるからこそ、社会による強制が必要だというのであ
る。
それゆえ、人倫的組織における一定の「持ち場」

（和辻, 2007a, p. 360）を守ることに倫理を見出す和辻
ではあるが、同時に持ち場を否定する「運動」をも
強調する。「悪は善を可能にする契機」（和辻, 2007a, 
pp. 204-205）であり、個人の社会からの背反は必要
である。しかし、そこで止まっていてはならない。既
に引用したように、空の実現とは「否定の否定の運
動」であるから、社会を否定したままで再び否定の否
定をせず、「否定の動きを停滞せしめる」ことは「善
に転化し得ない悪の根源」（和辻, 2007a, p. 206）な
のである。
しかし、人間関係における一定の「持ち場」と「否
定の否定の運動」とをともに強調する和辻倫理学の
論理は、規範倫理学としてはある難問を抱えている。
既存の持ち場を守ることは善である。しかし、その一
方で、その持ち場における義務が「硬化し因襲化し
て個人の自覚を極端に抑制するごとき社会」（和辻, 
2007b, p.41）は否定の否定の運動を止めることにな
る。それならば、既存の持ち場を否定することは、あ
る特定の時点においては善である。だとすれば、同じ
行為が善でもあり悪でもあるということにならない
か。和辻倫理学にとって、持ち場を守ることは義務で
はあり、全体性への帰還は善と見なされる。しかし同
時に、否定の運動という点からすれば、持ち場を否定
することが許されるし、善ですらある。だとすれば、
義務の遵守と違反がともに善であることになり、和辻
倫理学は行為の指針を提供することができない。そ
れゆえ、和辻倫理学は記述倫理学としては一定の真
理を含んでいるとしても、人々の行為を導く規範倫
理学としては問題を抱えている（2）。この点について飯
嶋裕治は、和辻の「空の存在論」には2つの善悪観
が同居していると言う。つまり、「一つは、ある共同

体からの離反・背反を悪とする善悪観であり、もう
一つは、空の自己背反・自己帰還の運動そのものが
進展し続けることを善とする善悪観だ」（飯嶋, 2019, 
p. 279）。そして、後者については、「和辻の倫理学理
論のもっぱらの課題は「人間の存在構造の記述」に
あるのであり、そこで解明されてくる存在構造からし
ても、単なる普遍的原理の追究（つまり、何の文脈も
前提としないようなある特定の善悪観を理論的に正
当化しようとすること）は、基本的に不可能だとされ
るはずだ」（飯嶋, 2019, p. 280）。
湯浅泰雄が指摘するように、「彼の独特な考え方

は、当為SollenをそのままSeinとみなし、両者の理
論的区別を認めないところにある」（湯浅, 1995, p. 
361）。当為と存在を峻別しない和辻倫理学の論理に
はヘーゲルの影響があるだろう。ヘーゲルの場合、
「ミネルヴァの梟」という表現に見られるように、時代
精神を事後的に把握することが哲学の課題である。
しかし、和辻の場合は「国民的当為」を語ってしま
う。
和辻は、道徳や倫理も文化の一部であると見なし、

各国民の文化や性格を「個性」として互いに尊重す
べきだと主張する。しかし、和辻は同時に、「自発的
に物を考え、理性の納得するまでどこまでも追求し
て行くという習性は、ついに形成されなかった。これ
はわが国民の弱点である」（和辻, 2007c, p. 307）とも
述べている。各国民の文化や性格を個性として尊重
しながら、同時にある国民的性格を「弱点」である
とする主張を、「否定の否定の運動」そのものから導
き出すことはできない。一方、特定の共同体の内部
の、つまり日本国民としての「個性」を尊重すべきだ
とすれば、「弱点」を評価するための高次の視点は持
ち得ないはずである。それゆえ、日本国民の弱点に
ついての和辻の主張は恣意的に見える。ヘーゲルな
ら、世界史は「絶対精神の自己展開」であり、絶対
精神の観点から各国民の性格の善し悪しを評価でき
るのかもしれない。しかし、和辻の「空」とそれに基
づく「否定の否定の運動」からは、そうした評価を
正当化する理由は出てこない。結局、苅部直が指摘
するように、「和辻の議論が、それぞれの「民族」の
特殊な伝統にそれなりの価値を認める文化多元主義
の立場をとることは明らかである。･･････すると民族
的伝統の強調と「文化」対「文明」の普遍的基準と
はどういう折り合いがつけられるのか」（苅部, 2010, 
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p. 199）という問題が残るのである。つまり、道徳や
倫理の進歩性をいかに説明し正当化するのかという
問題に、和辻倫理学は答えられない。

2．間柄と尊敬の倫理学へ
和辻の「人間存在の根本理法」そのものは上記の

難問を抱えている。しかし、カントの義務論や功利
主義などの普遍的な道徳原理やコールバーグの普遍
的な道徳性発達段階がコミュニタリアニズム、フェ
ミニズム、ケア倫理学によって批判されてきた経緯
を踏まえるならば、特定の人間関係を重視する「間
柄」の倫理学を再検討することには意義があるだろ
う（河野, 2016）。ここでは、そのような再検討の端緒
として、和辻倫理学が道徳の進歩性を説明または正
当化できないという前節で述べた課題を克服するた
めに、和辻倫理学にカント倫理学を接合してみたい。
和辻にとって、カント倫理学は「人間の学」とし

ての和辻倫理学と必ずしも矛盾するものではない
が、カント倫理学が「主観的道徳意識の学」（和辻, 
2007e, p. 82）である点で克服すべき対象と見なさ
れている。また、和辻によれば、「カントが意識的に
取っている立場はむしろ18世紀の個人主義」（和辻, 
2007d, p. 80）であり、それによっては具体的な間柄
における「持ち場」を説明または正当化できないと見
なされている。
とはいえ、本稿でここから論じたいことは、仮に和
辻の「間柄」の倫理学を前提にしたとしても、カント
倫理学と矛盾するわけではなく、両者は補い合える
ということである。というよりもむしろ、和辻倫理学
をカント倫理学によって補強することによってこそ、
和辻倫理学が「文化的多元主義」の隘路に陥らない
可能性を示すことができると考えられる。ここで言う
カント倫理学とは、特に『人倫の形而上学』におけ
る「尊敬」と「愛」の区別のことである。
たとえば、和辻は中国と日本の家族のあり方の違
いを次のように述べている。「孝を主要な徳とするシ
ナ風の考え方」は日本に深く染み込んでいったが、日
本では、「その際にシナ風の家長権の考えもともに取
り入れられたか否かは問題である。従って孝は、子
の父に対する奉仕的な義務というよりも、むしろ親子
の間の愛として理解せられていたように見える」（和
辻, 2007c, pp. 238-239）。このように、中国と日本とで
は孝の概念が異なると和辻は論じている。仮にそう

であるとしてみよう。そのとき、中国と日本では共通
する道徳原理はないと言うべきか。以下では、そうで
はないことをカント倫理学をもとに論じてみたい。
カントは『人倫の形而上学』で、引力と斥力の比
喩を用いて、「相互愛の原理にしたがって、理性的
存在は、終始変わらず相互に接近する

4 4 4 4

ように仕向け
られているが、〔他面〕、相互に負い合う尊敬の原理
にしたがって、相互に距離

4 4

を保つように仕向けられ
ている」（カント, 1966, p. 369）と述べる。尊敬とは、
「たんにわれわれ自身の価値

4 4

を他人のそれと比較す
るときに生ずる感情

4 4

･･････ではなく、われわれの自重
を、他の人格の内に宿る人間性の尊厳によって制限
するところの格率

4 4

としてのみ、したがって実践的な意
味における尊敬･･････であると解せられる」（カント, 
1966, p. 370）。ここで重要なことは、愛の義務は、他
人の目的を私の目的にするという積極的な義務であ
り、「広い（不完全）義務」であるのに対して、尊敬
の義務は、他人を軽蔑しないという消極的な義務で
あり、「狭い（完全）義務」であるということである
（カント, 1966, p. 370）。
では、尊敬の義務を普遍的な道徳原理であると見

なすことができるだろうか。カントにとって、これを
検証するためのテストとして「定言命法」がある。つ
まり、あなたの格率を普遍的法則と見なすことを矛
盾なく意欲しうるかどうかを検証するのである。で
は、他人を軽蔑すべきという格率を普遍的法則と見
なすことをあなたは矛盾なく意欲しうるか。できない
だろう。仮に「私は軽蔑されてもよい」という人がい
たとしても、その人を軽蔑することは理性的な行為
者の行為者性を毀損することであり、普遍化できな
いだろう。それゆえ、定言命法によって「自己ならび
他者を尊敬する義務」が正当化されるのである（O’
Neil, 1989, p. 132 加藤監訳 2020, p. 260）（3）。
では、このように普遍的な尊敬の義務を主張する

ことは、特殊で具体的な間柄の義務と矛盾するだろ
うか。矛盾しないのである。カント自身が述べるよう
に、尊敬の義務とは消極的な義務である。一方、間
柄の義務は積極的な義務である。それゆえ、両者を
ともに満たすことは可能であるし、それが望ましいと
言える。たとえば、子が父に奉仕する義務があると
しても、父は同時に子どもを尊敬しなければならない
し、子どもも自分自身を尊敬しなければならない。だ
とすれば、父への奉仕や親子愛という名目で子ども
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の権利が侵害されてはならず、児童虐待などがなさ
れてはならないということになる。端的に言えば、間
柄の義務があるとしても、それは同時に相互の尊敬
を伴わなければならないのである。
実際、間柄には尊敬が伴わなければならないとい

うことについて言えば、和辻は「あなたの人格や他の
あらゆる人の人格のうちにある人間性を、いつも同時
に目的として扱い、決して単に手段としてのみ扱わ
ないように行為せよ」というカントの定言命法の第2
の方式を、意図的かどうかはともかく誤解しているよ
うに見える。桑嶋氏も和辻の『人格と人類性』にお
けるほぼ同様の議論に言及しているが（桑嶋, 2021, 
p. 38）、本稿では『倫理学』の記述を引用する。

かかる孤立的人格の立場において人格の体系
的結合たる目的の王国などは成り立つはずがない
のである。カントはそういうことを主張したのでは
なかった。人格を手段として取り扱うことの避く
べからざるを承認しつつ、しかもその手段的存在
が人格の二重性格に属することに注意し、人格を
ただ一面的に手段的性格においてのみ取り扱うな
と力説したのであった。人格は手段的に取り扱わ
れると同時に

4 4 4 4

常に目的として取り扱われねばなら
ぬのである。汝の親切を受ける場合には、我れは
汝の人格を手段とするが、しかしその時同時に汝
の人格を目的とし我れの人格をそれへの手段とす
る逆の方向、すなわち、汝の人格を尊敬し、それ
への感謝に己れをへりくだるという態度がなくて
はならぬ。同様に汝に親切をつくすのは我れの人
格を手段とするのであるが、しかしその態度は我
れを汝の奴隷とするのではなく、汝に奉仕するこ
とにおいて我れの人格の尊厳が保持されるのでな
くてはならぬ。ここに他の人格を使うことが同時に
他の人格に奉仕することであり、他の人格に使わ
れることが同時に他の人格の奉仕を受けることで
あるという二重関係

4 4 4 4

が成立する。（和辻, 2007a, pp. 
215-216）

和辻はここで、カントの定言命法の第2の方式の中
には、「他の人格を使うことが同時に他の人格に奉仕
することであり、他の人格に使われることが同時に他
の人格の奉仕を受けることであるという」間柄の倫
理が含まれていると主張している。カントも、人間性

を手段としてだけでなく同時に
4 4 4

目的として扱えと述
べているので、この和辻の解釈自体はカントの定言
命法と矛盾しない。問題は次である。たしかに和辻
は、我れが汝に奉仕する際に、「我れを汝の奴隷とす
るのではなく、汝に奉仕することにおいて我れの人
格の尊厳が保持されるのでなくてはならぬ」と述べ
ている。しかし、ここで和辻は「人格の尊厳が保持
される」ということがどういうことかを説明していな
い。一方、カントからすれば、私があなたに奉仕す
るという行為は、あなたの目的を私の目的にするとい
う私自身の格率に基づいていなければならないので
ある。それゆえ、あなたに奉仕することは、同時に、
私が理性的行為者としての自分自身を尊敬すること
をも含んでいなければならない。同様に、引用の中盤
の「汝の親切を受ける場合」にも、私はあなたの親
切を受けることによって、自分自身を軽蔑したり貶め
たりしてはならないのである。一方、カントが『人倫
の形而上学』で述べているように、尊敬の義務から
すれば、私があなたに親切を施す場合には、そのこ
とであなたに負い目を負わせないように努めなけれ
ばならない（カント, 1966, p. 376）。このように見てく
ると、和辻が主張するように、カント倫理学の中に間
柄の倫理を正当化する要素が含まれていることはた
しかである。しかし、和辻倫理学に欠けているのは、
間柄的な義務を行う際の自他への尊敬であり、特に
行為者の自分自身に対する尊敬の感情である。以上
の論述から、「間柄」の倫理とカントにおける自他へ
の尊敬の義務は矛盾するわけではなく、両者は補い
合えることがわかる。
なお、たしかにカントは「友情」を除けば、特定の
人間関係に関する義務については述べていない。し
かし、カントは特定の人間関係を無視しているわけ
ではない。カントは『人倫の形而上学』で、「普遍的
人間愛という形での好意は、範囲においてはたしか
に最大の好意ではあるが、しかし程度においてが最
小の好意であるにすぎない」（カント, 1966, p. 373）
と述べているからである。つまりカントは、特定の人
間関係においてある人々に対して他の人々よりも強
い関心を向けることを肯定しているのである。その
意味では、特定の間柄について論じる和辻と、普遍
的で一般的な道徳原理を論じるカントの違いは、主
に道徳や倫理の領域の違いにあると言えなくもない。
しかし、それでも、カント倫理学からすれば、定言命
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法に基づく普遍的義務の方が間柄の義務よりも優先
されるべきだと言える。

おわりに
既に述べたように、和辻倫理学が勝部真長の道徳
教育の内容案やその後の道徳教育の内容にどの程
度影響したのかについては、今後歴史的な検証が必
要だろう。しかし、「家族愛」「愛校心」「郷土愛」「愛
国心」といった道徳的諸価値が、一般的な人間同士
の関係ではなく「間柄」に関わる道徳的諸価値である
ことは間違いない。実際、「多様な家族のあり方があ
るのに、家族愛を強制するのか」「愛国心を強制する
のか」といったように、道徳教育の内容項目について
その指導の正当性が問われるのも、こうした「間柄」
的な内容項目である場合が多い。その点では、和辻
倫理学の再検討を通じて日本の道徳教育の内容項目
を問い直すことが、今求められていると思われる。

注
（1） 道徳の各内容項目には道徳的諸価値が含まれている。たとえ

ば、「よりよい学校生活」という内容項目には「愛校心」という道

徳的価値が含まれている。この点については、前文部科学省初等

中等教育局教育課程教科調査官の赤堀博行が、内容項目に含ま

れている道徳的諸価値の概要を解説している（赤堀, 2021）。

（2） 和辻倫理学の特徴が、「普遍的・客観的な道徳原理・基準」の

導出ではなく、行為の「意味」を明らかにすることにあるとすれ

ば、規範倫理学ではなく解釈学的倫理学として評価することは可

能である（飯嶋, 2021）。実際、和辻は自らの倫理学を構築する

際の方法論として、ハイデガーの存在論やディルタイの解釈学を

取り入れている。しかし、そうであれば、「意味」から「当為」を

導き出すための方法論的な手続きが問われなければならないだ

ろう。

（3） この点は、桑嶋氏が述べる「人格概念の再考がもとめられるは

ずである」（桑嶋, 2021, p. 40）という課題に間接的に応えるもの

である。つまり人格概念の中核に尊敬の概念を据えるべきだとい

うことである。なお、和辻はカントの「18世紀の個人主義」的な

人格概念を批判し、「役割」としての人格を強調している。しか

し、宮村によれば、「ペルソナ／人格を個体とみて、個体として

尊重することは、決して「18世紀の個人主義」の偏った考えでは

ない」（宮村, 2021, p. 141）として、和辻の「役割」としての人格

論を波多野精一の「アガペー」論と対比している。
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